
残工期２か月以上の工事
に適用

実勢価格(材料を搬入した月の翌月の物価資料の価格)
と実際の購入金額の比較

実際の購入金額の妥当性の確認
(購入実績の証明と原則、２社以上の見積の提出)

見積価格
と実際の購入金額の比較

購入実績が認めれらない
又は

購入金額が見積価格より
高い

実勢価格の＋３０％以内

妥当性が確認できるか(特別な変動要因の有無)

実際の購入金額を採用 実勢価格で算定

YES NO

NOYES

アスファルト合材の変動後の金額について

購入実績が認めれる
かつ

購入金額が見積価格より低い

中東情勢の変化による影響のあるAS合材について、受発注者等の負担軽
減のため、香川県土木部技術企画課が毎月、各工場から徴収した見積単価
をスライド額算定の際に採用することとする。

基本的ルール

いずれかの低い単価を採用

②ただし書き
(R4.7～)

別紙２

○運用マニュアル

○当面の運用
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